
本庁舎等整備工事への工事請負契約に係るスライド条項の適用について（協議状況）

１ 主旨
本庁舎等整備工事については、令和６年５月20日、工事請負契約の相手方で

ある大成建設株式会社東京支店（以下、「大成建設」という。）より、工事請
負契約約款第25条第６項の規定（以下、「インフレスライド条項」という。）
に基づく請求があり、令和６年５月28日開催の本委員会において、請求概要を
報告した。

このたび、区は、インフレスライド条項に基づく変更額（以下、「変更額」
という。）を算出し、令和６年６月13日、大成建設との協議を開始した。協議
状況及び変更額算出に係る考え方等について報告する。

令和６年６月１７日
庁 舎 整 備 担 当 部
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２．工事請負契約約款第２５条（スライド条項）について

（１）スライド条項の適用項目の概要

（２）工事請負契約約款第25条の記載内容 ※一部抜粋
第２５条 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が
不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者
は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく
不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が
定め、受注者に通知する。
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項 目 全体スライド（第１項～４項） 単品スライド（第５項） 今回：インフレスライド（第６項）

適用対象
工事

・工期が12か月を超える工事
かつ、
・基準日（原則、請求日）以降、残工

期が２か月以上ある工事

・基準日（原則、請求日）以降、
残工期が２か月以上ある工事

・基準日（原則、請求日）以降、残工
期が２か月以上ある工事

かつ、
・賃金水準の変更（公共工事設計労務

単価の改定）のあった時期を工期内
に含む工事

金
額
変
更

方
法

対象 ・基準日以降の残工事量に対する資材、
労務単価等

・鋼材類及び燃料油
・その他の資材

・賃金水準の変更がなされた日以降の
残工事量に対する資材、労務単価等

受注者の負担 ・残工事費の1.5％ ・対象工事費の1.0％ ・残工事費の1.0％
これまでのスライド請求 第１回（基準日：令和４年７月15日） 第２回（基準日：令和５年４月17日）

➡今回：インフレスライド

➡単品スライド

➡全体スライド



３．大成建設からの請求概要と区の対応

（１）請求概要
令和６年5月20日、大成建設より、インフレスライド条項に基づき、賃金水準又は物価水準の変動により契
約金額が不適当となったことを示す資料とともに、区に対して、契約金額の変更請求がなされた。

（２）大成建設からの請求金額 960,482,213円
（３）区の対応

① 令和６年５月22日、スライド協議開始予定日及び基準日を定め、大成建設に通知した。
② 工事設計内訳書に基づき、基準日時点での出来形数量を確定した。

※出来型とは：工事施工が完成した部分（監督員が現場への搬入を確認した材料を含む）
③ 出来形数量と大成建設の責による工程遅延分をスライド請求対象から除外した。
④ スライド請求対象に対し、変動後の賃金、物価等をもとに、区積算の変更額を算出した。

（４）基準日 令和６年５月20日
（５）スライド協議開始予定日 令和６年６月13日
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４．大成建設との協議概要

（１）協議開始日 令和６年６月13日
（２）区積算による変更額 815,617,000円
（３）区積算による変更額の算出方法

変更額：Ｓ＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１/１００）］

４

※受注者負担額（変動前残工事金額の１/100）
Ｐ１：変動前残工事金額（契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額）

Ｐ１＝α×Ｚ１（α：落札率）
Ｚ１：発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額

※Ｐ１及びＺ１の算出に用いる単価は、起工時（前回基準日）における区積算単価とする。

Ｐ２：変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（Ｐ１）に相当する額）
Ｐ２＝α×Ｚ２（α：落札率）
Ｚ２：変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（Ｚ１）に相当する額

※Ｐ２及びＺ２の算出に用いる単価は、基準日時点の区積算単価とする。
※Ｐ２及びＺ２は、基準日の物価指数等（積算に使用する単価の変動率）により定めることとし、

残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。
ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いること
ができる。

参考）「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第６項（インフレスライド条項）の運用マニュアル（暫定版）」（平成26年１月国土交通省大臣官房技術調査課）
「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第６項（インフレスライド条項）の運用について」（令和４年６月29日区経理課）



（４）本庁舎等整備工事での変動後残工事金額（P2）算出にあたっての対応
工事設計内訳書は、①区積算単価に基づく項目、②専門業者の見積もりに基づく項目、に分類される。

区は、変動後残工事金額（Ｐ２）算出にあたり、
①は、前回基準日時点（令和５年４月17日）から今回基準日時点（令和６年５月20日）の区積算単価に変更した。
②は、公共刊行物から算出した、類似単価における前回から今回基準日時点までの物価変動率を、各内訳
項目に掛け合わせて算出した。

（５）変更請求額（大成建設算出）と変更額（区算出）との間に乖離が生じた主な理由
大成建設が算出した請求額では、一部項目において、①の区積算単価で計算すべきところ、②の公共刊行物から算出し
た類似単価の変動率を乗じた単価を採用していた。その単価が、本来、採用すべき区積算単価の金額を上回っていたこ
とから、大成建設算出の変更請求額が区算出の変更額より、高額となった。

（６）協議期限と変更額の確定について
協議開始日の翌日から起算して14日以内に協議が整わない場合には、工事請負契約約款第25条第７項の
規定に基づき、区が変更額を定め、大成建設に通知する。

（７）予算措置
本件変更に伴い、今後、補正予算等の必要な予算措置を行う予定である。

2期工事(東) 東棟2期新設 型枠
名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額

底型枠 運搬共 100  ㎡ 6000（①契約時点の区積算単価） 600,000  
打継型枠 H≦300                          50  m 2000（②専門業者の見積もり） 100,000

運搬共

４．大成建設との協議概要
５

2期工事(東) 東棟2期新設 型枠
名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額

底型枠 運搬共 100  ㎡ 6300（①基準日時点の区積算単価） 630,000  
打継型枠 H≦300                          50  m 2200（＝2000×1.1【②類似単価の物価変動率】） 110,000

運搬共

工事設計内訳書の項目イメージ（変更前） （変更後）



既済部分に相応する契約金額
180億7086万6千円
※大成建設の責による遅延分

を含む

▼契約金額 約406億9950万5千円

S＝P2－P1－（P1×1/100）
スライド条項に基づく変更額

12億2775万4千円

受注者負担額（P1×１/100）
２億1213万5千円

物価変動部分（約 6.8%）

世田谷区本庁舎等整備工事 スライド条項に基づく変更金額について（イメージ）

P1：変動前残工事金額
212億1454万5千円

■第３回 契約変更（令和６年１月締結）
主な変更理由
・インフレスライド請求
（基準日：令和５年４月17日）
・建築基準法への適合等に必要な変更等

▼契約金額 366億1089万3千円 S＝P2－P1－（P1×1/150）
スライド条項に基づく変更額

23億7559万3千円

受注者負担額（P1×１/150）
5億1987万1千円

■第２回 契約変更（令和５年１月締結）
主な変更理由
・全体スライド請求
（基準日：令和４年7月15日）
・DX推進に向けた追加対応等に伴う変更

仕様変更等の追加額
2億9892万5千円

▼契約金額 392億8541万1千円

物価変動部分（約 8.3%）

仕様変更等の追加額
1億8634万円

物価変動部分（5.0%）

既済部分に相応する契約金額
19億5221万1100円

▲当初契約金額
364億1000万円

■第１回 契約変更（令和３年12月締結）
主な変更理由
・公共工事設計労務単価に係る特例措置
に基づく変更
・アスベスト撤去費の追加等

特例措置追加額
1億7242万5千円

仕様変更等の
追加額
2846万8千円

■今回
・インフレスライド請求
（基準日：令和６年５月20日）

P1：残工事金額
346億5868万1900円

▼今回の変更を反映した場合
415億1512万2千円

既済部分に相応する契約金額
205億1329万円

※大成建設の責による遅延分
を含む

P1：変動前残工事金額
201億8621万5千円

S＝P2－P1－（P1×1/100）
スライド条項に基づく変更額
8億1561万7千円

受注者負担額（P1×１/100）
２億 186万1千円

P2：変動後残工事金額
212億369万3千円

P2

P2

参考資料１

インフレスライド条項に基づく変更額：Ｓ＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１/１００）］
※記載の金額は全て落札率を反映（税込）

６

▲現在の契約金額
約406億9950万5千円
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特例措置時入札時

入札時 特例措置時
第１回

スライド請求時
第２回

スライド請求時

第３回
スライド請求時
（今回）

数値 134.46 135.11 142.76 152.03 161.16

前回からの上昇率
(入札時からの上昇率)

― 約0.5% 約5.7%
（約6.2％）

約6.5%
（約13.1％）

約6.0%
（約19.9％）

約 6.0%上昇

約 6.5%上昇

約 5.7%上昇

東京都積算標準単価の改正による上昇率 （17モデル建物平均・平成24年度基準）

参考）東京都財務局建築工事積算標準単価表の概要より作成

参考資料２
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約 8.7%上昇

約 3.0%上昇

入札時

R3.3
108.7  

特例措置時

第３回スライド請求時

約 3.3%上昇

入札時 特例措置時
第１回

スライド請求時
第２回

スライド請求時

第３回
スライド請求時
（今回）

数値 108.1 108.7 118.1 122.0 125.7

前回からの上昇率
(入札時からの上昇率)

― 約0.5% 約8.6％
（約9.2％）

約3.3%
（約12.9％）

約3.0%
（約16.3％）

国土交通省 建設工事費デフレーター 2015年度・平成27年度基準（建設非住宅総合）

参考）国土交通省建設工事費デフレーター（R６.５.31付）より作成
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103.8

参考資料３
８

建設工事費デフレーター：建設工事に係る名目工事費を基準年度の実質額に変換する目的で国土交通省が毎月作成・公表するデータ(全国）。2015年（平成27年）を100とする。


